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第 451号 

令和 5年(2023年) 

9月 26日 

火曜日 

目 次 

告示 
○ 七郷北部土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ 嵐山中部土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ 嵐山南部土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ 鴻巣行田土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく基本測量の終了（用地課） 

○ 一般国道 254号の供用の開始（川越県土整備事務所） 

○ 一般国道 254号の道路の占用を制限する区域の指定（川越県土整備事務所） 

○ 県道中瀬牧西線の区域の変更（本庄県土整備事務所） 

○ 県道藤岡本庄線の供用の開始（本庄県土整備事務所） 

○ 県道佐野行田線の区域の変更（行田県土整備事務所） 

○ 県道佐野行田線の供用の開始（行田県土整備事務所） 

○ 建築基準法第 42条第１項第５号に基づく道路の位置の指定（熊谷建築安全センター） 

○ 埼玉県教育委員会臨時会の招集（教委・総務課） 

正誤 
○ 埼玉県飯能県土整備事務所長告示第７号中訂正（飯能県土整備事務所） 

○ 埼玉県杉戸県土整備事務所長告示第 23号中訂正（杉戸県土整備事務所） 

○ 埼玉県告示 1017号目次中訂正（商業・サービス産業支援課） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
八
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
九
月
二
十
一
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

七
郷
北
部
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
九
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
九
月
二
十
一
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

嵐
山
中
部
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
九
月
二
十
一
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

嵐
山
南
部
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
一
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
五
年
九
月
二
十
一
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

鴻
巣
行
田
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市 

 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
二
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
三
点
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

狭
山
市
堀
兼
地
内
外 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
三
号 

 
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
一
号
で
公
示
し
た
基
本
測
量
は
、
令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
終

了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 



  

  

一
般
国
道
二
百
五
十
四
号 

  

路 
 

線 
 

名 

ふ
じ
み
野
市
大
井
字
西
原
一
〇
八
〇
番
二

地
先
か
ら
同
市
苗
間
字
街
道
西
三
四
番
六

地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日
付

け
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
号
で

告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用

開
始
で
あ
る
。
延
長
二
六
〇
・
四

〇
メ
ー
ト
ル 備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

一
般
国
道 

二
百
五
十
四
号 

 

ふ
じ
み
野
市
大
井
字
西
原
一
〇
八
〇
番
二
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
市
苗
間
字
街
道
西
三
四
番
六
地
先
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 

一 

道

路

の

種

類

 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 
 

中
瀬
牧
西
線 

三 

道

路

の

区

域

 



 
新 旧 

旧 

新 
別 

本
庄
市
小
和
瀬
字
行
人
塚
一
番
一
地
先

か
ら
同
市
小
和
瀬
字
行
人
塚
三
二
番
地

先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
二
・
七
〇 

～ 

一
四
・
一
七 

 

八
・ 

九
九 

 

～ 

一
四
・
一
七 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
八
五
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

歩
道
整
備
工
事
に
よ
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 

     



  
藤
岡
本
庄
線 

路 
 

線 
 

名 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
藤
木
戸
字
寺
西
二
番
一

地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
長
浜
字
藤
木
戸
前

一
〇
六
六
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
付

け
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務

所
長
告
示
第
三
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開

始
で
あ
る
。
延
長
六
五
・
七
六
メ

ー
ト
ル 

備  

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

佐
野
行
田
線 

三 

道
路
の
区
域



 

新
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 
新 

別 

羽
生
市
大
字
上
新
郷
字
別
所
七
〇
九
四

番
三
地
先
か
ら 

同
市
大
字
上
新
郷
字
別
所
七
一
五
〇
番

一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

五
・
〇
〇 

 

八
・
〇
〇 

～ 

一
四
・
七
八 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

二
七
八
・
二
六 

 
 

二
五
三
・
一
六 

延 
 
 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 



 
県
道
佐
野
行
田
線 

路 
線 

名 

羽
生
市
大
字
上
新
郷
字
別
所
七
〇
九
四
番
三

地
先
か
ら 

同
市
大
字
上
新
郷
字
別
所
七
一
五
〇
番
一
地

先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
九
月
二
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日
付
け
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事

務
所
長
告
示
第
三
十
三
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の

供
用
開
始
で
あ
る
。 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 埼

玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

矢 

部 

政 

実 
 

 
 



 

第
四
号 

指

定

番

号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

令
和
五
年
九
月
二

十
六
日 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
寄
居
字
大
正
寺
千
七
十
七

番
三 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

七
十
三
・
八
七 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
九
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
臨
時
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

一 

日
時 

 
 

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 



正

誤 

  
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号
（
令
和
五
年
九
月
十
五
日
第
四
百
四
十
八
号
）

中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

表
中 

二 
 

 
 

区
間 

 

誤 入
間
市
大
字
小
谷
田
三
丁
目
一
一
〇
七
番
二
地
先
か
ら
同
市
扇
町
屋
五
丁
目
三
九
四
番
三
地
先
ま

で 

 

正 入
間
市
小
谷
田
三
丁
目
一
一
〇
七
番
二
地
先
か
ら
同
市
扇
町
屋
五
丁
目
三
九
四
番
三
地
先
ま
で 



正

誤 

  
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
三
号
（
令
和
五
年
九
月
十
二
日
第
四
百
四
十
七

号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

表
中 

二 
 

 
 

区
間
（
新
） 

 

誤 幸
手
市
大
字
下
吉
羽
字
坊
合
一
五
三
七
番
六
地
先
か
ら
同
市
大
字
下
吉
羽
字
坊
合
一
五
三
九
番
一

地
先
ま
で 

 

正 幸
手
市
大
字
下
吉
羽
字
坊
合
一
五
一
三
番
地
先
か
ら
同
市
大
字
下
吉
羽
字
坊
合
一
五
三
九
番
一
地

先
ま
で 



正

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
千
十
七
号
（
令
和
五
年
九
月
十
五
日
第
四
百
四
十
八
号
）
目
次
中
訂
正 

 

誤 

  

正 

 

 
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
公
示
を
廃
止
す
る
告
示

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
告
示
第

6
8
9
号
の
取
消
し
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